
工事名

工　期

回　答　書

質問事項

①工事範囲の中に補修作業（塗装含む）が含まれていますが、これは「交換修繕部等の塗装損傷の

　タッチアップ塗装」という理解でよろしいでしょうか。

　補修塗装においては、交換修繕部等の塗装損傷のタッチアップ塗装でお願いします。

松阪浄化センターNo.1ケーキ搬出コンベヤ修繕工事

契約の日から令和７年５月１５日まで

令和6年10月21日

質問事項

②タッチアップ塗装を施すおおよその数量（㎡）のご提示をお願い致します。

回　　答

回　　答

　現状に合わせて施工願います。


